
令和７年度「女性に対する暴力をなくす運動」啓発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         お問い合わせ先：八幡市人権政策課 

          ＜八幡人権・交流センター(981-3127)＞ 

八幡市では、「女性に対する暴力をなくす運動」期間

（11 月 12 日～11 月 25 日）におきまして、女性に対

するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、

被害者に対して、「ひとりで悩まず、相談をしてくださ

い。」というメッセージを込めて、本運動のシンボルで

あるパープルリボンにちなんで、さくらであい館展望

塔を紫色にライトアップします。 
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